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〔
学
術
論
文
〕 

愛愛
知知
県県
知知
多多
半半
島島
朝朝
倉倉
・・
牟牟
山山
神神
社社
例例
祭祭
日日
のの
変変
遷遷 

――
近近
世世
・・
近近
代代
にに
おお
けけ
るる
日日
程程
変変
更更
をを
中中
心心
にに――

  

牧牧 

野野  

由由 

佳佳   
 は

じ
め
に 

一
．
明
治
時
代
以
前
の
牟
山
神
社
例
祭
日 

二
．
大
正
時
代
以
降
の
牟
山
神
社
例
祭
日
の
遷
り
変
わ
り 

三
．
総
括 

お
わ
り
に 

 要
旨 

 

民
俗
芸
能
「
朝
倉
の
梯
子
獅
子
」
が
奉
納
さ
れ
る
牟
山
神
社
（
愛
知
県
知
多
市

朝
倉
地
区
）
の
例
祭
は
、
現
在
毎
年
一
〇
月
第
一
日
曜
日
に
斎
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
牟
山
神
社
例
祭
に
つ
い
て
、
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
知
多
市
教
育
委

員
会
が
刊
行
し
た
知
多
市
文
化
財
資
料
第
一
一
集
『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
等
に
は
、

例
祭
日
は
旧
暦
四
月
八
日
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
四
度
、

日
程
変
更
が
行
な
わ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
典
拠
は
同
書
で

は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
牟
山
神
社
等
に
所
蔵
さ
れ
る
歴
史
資
料

に
は
、
同
書
で
説
明
さ
れ
る
例
祭
日
の
変
更
時
期
と
は
一
部
異
な
る
内
容
が
記
さ

れ
る
。
本
稿
で
は
、
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷
に
関
し
て
、
歴
史
文
献
を
中
心
に

検
討
し
、
史
実
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

 

神
社
例
祭
・
神
事
芸
能
・
獅
子
舞
・
梯
子
獅
子
・
文
化
財 

 

は
じ
め
に 

愛
知
県
の
知
多
半
島
の
北
西
部
に
位
置
す
る
知
多
市
朝
倉
地
区
に
は
、「
朝
倉
の

梯
子
獅
子
」
と
呼
称
さ
れ
る
民
俗
芸
能
が
あ
る
。
本
芸
能
は
、
朝
倉
地
区
の
氏
神

社
で
あ
る
牟
山

む

さ

ん

神
社
の
例
祭
で
奉
納
さ
れ
、
高
さ
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
梯
子
と
櫓

で
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
芸
を
行
な
う
獅
子
舞
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

本
芸
能
が
奉
納
さ
れ
る
牟
山
神
社
例
祭
は
、
現
在
は
毎
年
一
〇
月
第
一
日
曜
日

に
斎
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
知
多
市
教

育
委
員
会
が
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
刊
行
し
た
知
多
市
文
化
財
資
料
第
一

一
集
『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
等
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
書
で
は
、
牟
山

神
社
例
祭
は
旧
暦
四
月
八
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
四
度
の
日
程
変
更
が
行
な

わ
れ
た
と
記
さ
れ
る
。
江
戸
後
期
や
明
治
期
ま
で
は
旧
暦
八
月
八
日
に
行
な
わ
れ
、

明
治
末
期
に
一
〇
月
一
日
に
変
更
、
さ
ら
に
昭
和
初
期
に
一
〇
月
一
〇
日
へ
変
更

さ
れ
、
現
在
で
は
一
〇
月
第
一
日
曜
日
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
牟
山
神
社
等
に
所
蔵
さ
れ
る
歴
史
資
料
に
よ
る
と
、
同
書
で
説
明
さ

れ
る
例
祭
日
の
変
更
時
期
は
史
実
を
正
確
に
伝
え
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
て
き
た
。
筆
者
は
、
本
例
祭
で
奉
納
さ
れ
る
朝
倉
の
梯
子
獅
子
の
研
究
を
進
め

て
い
る
が
、
例
祭
日
の
変
更
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
、
当
該
芸
能
の
意
味
・
解
釈
に
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二
〇
二
一
年

二
五



 

 

の
氏
神
山
（
牟
山
神
社
）（
２
）

の
獅
子
舞
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。 

  
 
 
 

乍
恐
御
訴
訟
奉
申
上
候
御
事 

去
ル

八
日
夕
、
朝
倉
村
氏
神
山
ニ
而

獅
子
舞
興
行
御
座
候
付
、
私
共
友
輩
八
人

連
ニ
而

見
物
ニ

罷
越
候
処
、
右
場
所
お
ゐ
て
、
當
村
九
兵
衛
と
古
見
村
新
十
と

申
者
聊
口
論
い
た
し
、
彼
是
取
合
申
候
処
、
朝
倉
村
若
キ

者
共
大
勢
炊
燈
を
持

右
九
兵
衛
を
理
不
盡
ニ

取
囲
ミ

、
片
邊
江

引
出
シ

、
多
勢
ニ
而

打
擲
い
た
し
申
候
。

（
中
略
） 

 
 
 
 

巳
八
月
十
一
日 

 

（
中
略
） 

 

神
田
㐂
三
郎
様 

 
 
 
 
 

御
陣
屋 

 

右
之
者
共
御
訴
詔
奉
申
上
候
。
始
末
吟
味
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
。
已
上
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
庄
屋

平
松
八
郎
右
衛
門

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組 
 

頭

助 
 

三 
 

郎

○印 

〔
知
多
市
民
俗
資
料
館
編 

一
九
八
八 

二
九―

三
〇
〕 

 

本
資
料
は
、
中
嶋
村
庄
屋
・
平
松
八
郎
右
衛
門
が
横
須
賀
代
官
・
神
田
㐂
三
郎

に
宛
て
た
訴
訟
の
申
立
書
で
あ
る
。『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』
に
は
、
本
資

料
の
書
誌
情
報
等
が
残
念
な
が
ら
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
本
資
料
の
作
成

年
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』
に
は
、「
巳

八
月
十
一
日
」
と
翻
刻
さ
れ
る
が
、
神
田
㐂
三
郎
が
横
須
賀
代
官
を
務
め
た
の
は

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
か
ら
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
の
四
年
間
で
あ
り
〔
横

須
賀
町
史
編
集
委
員
会
編 

一
九
六
九 

八
五
〕
、
神
田
㐂
三
郎
の
在
任
期
間
中
に
、

巳
年
は
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
巳
」
は
「
己
」
の
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
と

推
察
さ
れ
、
本
資
料
は
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
、
己
丑
）
に
書
か
れ
た
も
の
と

推
測
す
る
（
３
）
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
本
資
料
の
概
要
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
八
月
八
日
、
中
嶋
村
の
若
者
が
八
人
で
連
れ
立
ち
、

朝
倉
村
の
氏
神
山
（
牟
山
神
社
）
で
行
な
わ
れ
た
獅
子
舞
興
行
の
見
物
に
行
っ
た

と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
・
九
兵
衛
が
、
同
所
に
て
古
見
村
の
者
と
口
論
と
な

っ
た
。
す
る
と
、
大
勢
の
朝
倉
村
の
若
者
た
ち
が
九
兵
衛
を
取
り
囲
み
、
暴
行
に

及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
引
用
文
で
は
（
中
略
）
と

し
て
割
愛
し
た
が
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
九
兵
衛
は
医
者
に

か
か
っ
た
が
、
重
傷
を
負
い
、
命
の
心
配
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中

嶋
村
の
庄
屋
は
朝
倉
村
の
若
者
た
ち
に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た

（
４
）
。 本

資
料
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
村
々
の
関
わ
り
を
知
る
上
で
貴
重
な
歴
史
資
料

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
朝
倉
村
の
氏
神
山
で
八
月
八
日
に
獅
子

舞
が
行
な
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
が
、
本
資
料
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。

獅
子
舞
興
行
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
当
時
、
獅
子
舞
は
、
理
由
な
く
楽
し
み
だ
け

で
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
資
料
内
の
獅
子
舞
に
つ
い

て
も
、
氏
神
山
で
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
牟
山
神
社
の
神
事
と
し
て
奉
納
す

 

 

変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、

本
稿
で
は
牟
山
神
社
例
祭
日
の
遷
り
変
わ
り
に
関
し
て
、
歴
史
文
献
を
主
た
る
資

料
と
し
て
検
討
し
、
史
実
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 一
．
明
治
時
代
以
前
の
牟
山
神
社
例
祭
日 

牟
山
神
社
例
祭
の
日
程
に
関
し
て
知
多
市
教
育
委
員
会
が
編
纂
し
た
『
朝
倉
の

梯
子
獅
子
』
に
は
、
例
祭
日
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
。 

 

例
大
祭
は
、
旧
暦
の
四
月
八
日
に
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
時
代
と
と

も
に
例
祭
の
日
は
変
化
し
て
い
る
。
神
社
の
大
幟
を
立
て
る
に
必
要
な
鉄
心

棒
に
「
文
久
三
年
八
月
」
と
刻
ま
れ
た
も
の
が
現
存
す
る
。
こ
の
頃
は
旧
暦

の
八
月
八
日
が
例
大
祭
で
あ
っ
た
。
明
治
四
二
年
に
新
暦
の
十
月
一
日
と
な

り
、
昭
和
四
年
か
ら
は
、
十
月
十
日
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
最
近
、
大
都

市
へ
の
通
勤
者
の
増
加
も
あ
っ
て
、
昭
和
三
八
年
か
ら
は
、
十
月
の
第
一
日

曜
日
に
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。〔
知
多
市
教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

五
―

六
〕 

 つ
ま
り
、
本
書
で
は
、 

旧
暦
四
月
八
日→

旧
暦
八
月
八
日→

新
暦
一
〇
月
一
日
（
明
治
四
二
年
（
一
九
〇

九
）
に
変
更
）→

一
〇
月
一
〇
日
（
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
変
更
）→

一
〇

月
第
一
日
曜
日
（
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
に
変
更
） 

と
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、『
知
多
市
誌
』
に
も
引
用

さ
れ
る
な
ど
、
史
実
と
し
て
定
着
し
て
い
る
〔
知
多
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編 

一

九
八
三 

九
七
〕
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
は
、
典
拠
が
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て

い
な
い
（
１
）
。
本
節
で
は
、
ま
ず
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
牟
山
神
社
例
祭

日
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

は
じ
め
に
、
上
記
の
先
行
文
献
で
は
、
旧
暦
四
月
八
日
が
、
伝
承
で
知
る
こ
と

の
で
き
る
も
っ
と
も
古
い
例
祭
日
と
し
て
い
る
。
こ
の
旧
暦
四
月
八
日
に
つ
い
て

は
、
同
書
を
執
筆
す
る
際
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
の
可
能
性

が
あ
る
が
、
調
査
の
過
程
等
の
詳
細
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
関
連
す
る
史

資
料
も
現
段
階
で
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
史
実
と
し
て
認
め
て
よ
い
か
現

時
点
で
は
判
断
を
保
留
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

現
在
筆
者
が
確
認
し
て
い
る
、
例
祭
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
る
史
資
料
は
、

旧
暦
八
月
八
日
の
例
祭
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
先
行
文
献
の
ひ
と
つ
『
朝
倉
の
梯

子
獅
子
』
で
は
、
神
社
の
大
幟
を
立
て
る
た
め
の
鉄
心
棒
に
「
文
久
三
年
八
月
」

と
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
、
江
戸
後
期
に
例
祭
日
が
八
月
八
日
に
行
な
わ

れ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
〔
知
多
市
教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

五
〕
。 

筆
者
は
、
旧
暦
八
月
八
日
の
例
祭
斎
行
に
関
し
て
、
こ
の
鉄
心
棒
の
ほ
か
に
、

次
の
二
点
の
史
資
料
が
手
掛
か
り
と
な
る
と
考
え
る
。
一
点
目
は
、
江
戸
時
代
後

期
の
史
資
料
で
あ
る
。
そ
の
資
料
と
は
、
朝
倉
村
の
北
部
の
隣
村
・
中
嶋
村
の
古

文
書
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
知
多

市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』
に
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
解
題
や
書
誌
情
報
は

記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
翻
刻
者
や
所
蔵
先
等
は
不
明
で
あ
る
。
本
文
書
に
は
、
朝
倉

175 
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愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
・
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷

（
牧
野 

由
佳
）

二
六



 

 

の
氏
神
山
（
牟
山
神
社
）（
２
）

の
獅
子
舞
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。 

  
 
 
 

乍
恐
御
訴
訟
奉
申
上
候
御
事 

去
ル

八
日
夕
、
朝
倉
村
氏
神
山
ニ
而

獅
子
舞
興
行
御
座
候
付
、
私
共
友
輩
八
人

連
ニ
而

見
物
ニ

罷
越
候
処
、
右
場
所
お
ゐ
て
、
當
村
九
兵
衛
と
古
見
村
新
十
と

申
者
聊
口
論
い
た
し
、
彼
是
取
合
申
候
処
、
朝
倉
村
若
キ

者
共
大
勢
炊
燈
を
持

右
九
兵
衛
を
理
不
盡
ニ

取
囲
ミ

、
片
邊
江

引
出
シ

、
多
勢
ニ
而

打
擲
い
た
し
申
候
。

（
中
略
） 

 
 
 
 

巳
八
月
十
一
日 

 

（
中
略
） 

 

神
田
㐂
三
郎
様 

 
 
 
 
 

御
陣
屋 

 

右
之
者
共
御
訴
詔
奉
申
上
候
。
始
末
吟
味
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
。
已
上
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
庄
屋

平
松
八
郎
右
衛
門

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組 
 

頭

助 
 

三 
 

郎

○印 

〔
知
多
市
民
俗
資
料
館
編 

一
九
八
八 

二
九―

三
〇
〕 

 

本
資
料
は
、
中
嶋
村
庄
屋
・
平
松
八
郎
右
衛
門
が
横
須
賀
代
官
・
神
田
㐂
三
郎

に
宛
て
た
訴
訟
の
申
立
書
で
あ
る
。『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』
に
は
、
本
資

料
の
書
誌
情
報
等
が
残
念
な
が
ら
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
本
資
料
の
作
成

年
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』
に
は
、「
巳

八
月
十
一
日
」
と
翻
刻
さ
れ
る
が
、
神
田
㐂
三
郎
が
横
須
賀
代
官
を
務
め
た
の
は

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
か
ら
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
の
四
年
間
で
あ
り
〔
横

須
賀
町
史
編
集
委
員
会
編 

一
九
六
九 

八
五
〕
、
神
田
㐂
三
郎
の
在
任
期
間
中
に
、

巳
年
は
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
巳
」
は
「
己
」
の
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
と

推
察
さ
れ
、
本
資
料
は
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
、
己
丑
）
に
書
か
れ
た
も
の
と

推
測
す
る
（
３
）
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
本
資
料
の
概
要
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
八
月
八
日
、
中
嶋
村
の
若
者
が
八
人
で
連
れ
立
ち
、

朝
倉
村
の
氏
神
山
（
牟
山
神
社
）
で
行
な
わ
れ
た
獅
子
舞
興
行
の
見
物
に
行
っ
た

と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
・
九
兵
衛
が
、
同
所
に
て
古
見
村
の
者
と
口
論
と
な

っ
た
。
す
る
と
、
大
勢
の
朝
倉
村
の
若
者
た
ち
が
九
兵
衛
を
取
り
囲
み
、
暴
行
に

及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
引
用
文
で
は
（
中
略
）
と

し
て
割
愛
し
た
が
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
九
兵
衛
は
医
者
に

か
か
っ
た
が
、
重
傷
を
負
い
、
命
の
心
配
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中

嶋
村
の
庄
屋
は
朝
倉
村
の
若
者
た
ち
に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た

（
４
）
。 本

資
料
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
村
々
の
関
わ
り
を
知
る
上
で
貴
重
な
歴
史
資
料

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
朝
倉
村
の
氏
神
山
で
八
月
八
日
に
獅
子

舞
が
行
な
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
が
、
本
資
料
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。

獅
子
舞
興
行
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
当
時
、
獅
子
舞
は
、
理
由
な
く
楽
し
み
だ
け

で
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
資
料
内
の
獅
子
舞
に
つ
い

て
も
、
氏
神
山
で
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
牟
山
神
社
の
神
事
と
し
て
奉
納
す
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二
〇
二
一
年

二
七



 

 

例
年
は
八
月
八
日
に
行
な
わ
れ
る
例
祭
を
、
月
次
祭
の
八
月
一
五
日
に
実
施
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
当
神
社
に
は
、
他
に
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）・
明
治
四
一
年

（
一
九
〇
八
）
の
『
供
物
雑
品
支
払
帳
』（
共
に
横
半
帳
）
が
蔵
さ
て
い
る
が
、
こ

の
両
年
の
旧
暦
八
月
一
五
日
に
は
、
通
常
の
月
次
祭
に
は
供
え
ら
れ
な
い
御
鏡
餅

や
魚
類
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
両
年
は
、
こ
の
日
に
例
祭
が
斎

行
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。 

明
治
期
の
例
祭
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
は
現
時
点
で
は
上
記
の
記

録
し
か
確
認
で
き
ず
、
旧
暦
八
月
一
五
日
の
例
祭
が
定
着
し
て
い
た
か
、
例
年
と

は
異
な
る
日
取
り
で
あ
っ
た
か
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
後
期

は
、
例
祭
を
旧
暦
八
月
一
五
日
に
行
な
っ
て
い
た
年
も
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。 

 二
．
大
正
時
代
以
降
の
牟
山
神
社
例
祭
日
の
遷
り
変
わ
り 

前
節
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
例
祭
日
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
そ
の
後
、
大
正
時
代
以
降
は
ど
の
よ
う
に
遷
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
に
は
、
牟
山
神
社
の
例
祭
は
「
明
治
四
二
年
に
新
暦
の

十
月
一
日
と
な
り
、
昭
和
四
年
か
ら
は
、
十
月
十
日
と
定
め
ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
、

明
治
末
期
に
は
一
〇
月
一
日
に
例
祭
が
変
更
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
昭
和
初

期
に
は
一
〇
月
一
〇
日
に
変
更
と
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ

は
史
実
な
の
だ
ろ
う
か
。 

牟
山
神
社
に
は
、
牟
山
神
社
関
係
資
料
及
び
朝
倉
の
梯
子
獅
子
関
係
資
料
群
が

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
群
は
、
主
に
近
世
・
近
現
代
の
文
書
・
記
録
類
や
写

真
、
印
刷
物
等
で
あ
る
。
一
部
の
資
料
は
、
昭
和
三
〇
年
代
・
四
〇
年
代
に
数
名

の
地
域
住
民
が
、
朝
倉
の
梯
子
獅
子
に
つ
い
て
文
化
財
と
し
て
の
関
心
か
ら
調
査

を
行
な
っ
た
際
に
活
用
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
半
を
占
め
る
近
現

代
の
資
料
は
、
従
来
の
研
究
で
は
活
用
さ
れ
ず
、
存
在
自
体
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。 

こ
の
資
料
群
の
中
に
は
、
大
正
時
代
の
例
祭
日
に
関
す
る
資
料
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
資
料
と
は
、「
例
祭
日
変
更
願
」〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ
〕
で
あ
る
（
６
）
。

本
資
料
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
八
月
に
牟
山
神
社
社
掌
と
氏
子
総
代
三

名
よ
り
、
愛
知
県
知
事
へ
提
出
し
た
請
願
書
の
案
文
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
愛

知
県
知
事
へ
こ
の
よ
う
な
請
願
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
愛
知
県
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
『
神
社
諸
願
届
記

載
例
』（
７
）

は
、
神
社
に
関
係
す
る
届
出
書
の
記
載
例
と
、
神
社
に
関
係
す
る
法
令

や
訓
令
を
掲
載
し
た
書
物
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
、
愛
知
県
で
大
正
六
年
（
一
九

一
七
）
に
施
行
さ
れ
た
「
縣
社
以
下
神
社
ノ
神
職
氏
子
崇
敬
者
服
務
處
務
ニ
關
ス

ル
件
」
と
い
う
県
令
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
県
令
の
第
一
二
条
に
は
、「
神
社

ノ
例
祭
日
ヲ
変
更
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
記
シ
知
事
ノ
認
可
ヲ
受
ク

ヘ
シ
」〔
小
浜
編 

一
九
二
〇 

一
八
九
〕
と
記
さ
れ
て
い
る
。
牟
山
神
社
所
蔵
の

「
例
祭
日
変
更
願
」
は
、
こ
の
県
令
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
文
言
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
８
）
。 

  

 

 

 

る
た
め
の
獅
子
舞
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
本
資
料
に
よ
り
、
江
戸
時
代
後
期
、

同
社
例
祭
は
旧
暦
八
月
八
日
に
斎
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
時
の
獅
子
舞
が
現
在
の
梯
子
獅
子
の
よ
う
な
梯
子
や
櫓
を
使
用
し
て
い
た
か
は

本
資
料
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
朝
倉
村
で
行
な
わ
れ
た
獅
子

舞
は
、
他
村
か
ら
も
見
物
人
が
や
っ
て
く
る
ほ
ど
人
気
の
あ
る
芸
能
だ
っ
た
こ
と

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二
点
目
は
、
知
多
市
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
史
資
料
、
牟
山
神
社
の

「
祭
礼
祝
詞
」

で
あ
る
。
本
資

料
は
、
縦
二

八
・
二×

横
三

七
・
〇
糎
の
楮

紙
に
墨
書
さ

れ
た
一
枚
物

の
資
料
で
、
四

つ
折
り
に
さ

れ
た
跡
が
あ

る
。
本
資
料
に

は
、
牟
山
神
社

例
祭
の
式
典

に
お
け
る
祝

詞
が
記
さ
れ

て
い
る
。
同
資
料
の
冒
頭
に
は
「
今
年
明
治

□
（
欠
損
）

酉
之
年
八
月
八
日
吉
日
」
と
書

か
れ
、
明
治
期
の
酉
年
の
祝
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
期
の
酉
年
は
、
明

治
六
年
（
一
八
七
三
）・
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）・
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）・

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
で
あ
り
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
祝
詞
の
可
能
性
が
高
い

が
（
５
）
、
欠
損
に
よ
り
判
読
不
能
な
文
字
が
あ
り
年
代
の
特
定
は
現
時
点
で
は
難
し

い
。
し
か
し
本
資
料
に
よ
り
、
明
治
時
代
に
は
八
月
八
日
に
例
祭
が
斎
行
さ
れ
て

い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

本
資
料
か
ら
は
、
八
月
八
日
が
新
暦
・
旧
暦
ど
ち
ら
の
暦
で
あ
っ
た
か
は
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
期
、
民
間
で
は
場
合
に
よ
っ
て
新
暦
だ
け
で
な
く
旧
暦
も

使
用
さ
れ
て
お
り
、
本
資
料
は
新
暦
八
月
八
日
あ
る
い
は
旧
暦
八
月
八
日
、
双
方

の
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
明
治
末
期
の
牟
山
神
社
所
蔵
資
料
の
中
に
旧
暦
表
記

の
帳
簿
が
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
社
で
は
明
治
期
も
日
常
的
に
旧
暦
を
使
用
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
本
資
料
の
八
月
八
日
も
旧
暦
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。 

以
上
の
二
点
の
資
料
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
以
降

は
、
牟
山
神
社
例
祭
は
旧
暦
八
月
八
日
に
斎
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
新
暦
・
旧
暦
の
別
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
治
時
代
に
つ
い
て
も
八
月
八

日
に
斎
行
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

た
だ
し
、
明
治
後
期
に
は
、
実
際
に
は
八
月
八
日
以
外
に
例
祭
を
斎
行
し
た
年

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
牟
山
神
社
蔵
の
『
明
治
四
拾
年
供
物
雑
品
支
払
帳
』

（
横
半
帳
）
に
は
、
こ
の
年
、
旧
暦
八
月
一
五
日
に
例
祭
が
行
な
わ
れ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
本
記
録
は
、
月
次
祭
や
農
休
祭
な
ど
の
供
物
や
支
払
い
な
ど
に
つ
い

て
記
し
た
資
料
で
あ
る
。
記
録
か
ら
は
事
情
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
年
に
は
、

写真１ 牟山神社「祭礼祝詞」 

（知多市歴史民俗博物館蔵・筆者撮影） 
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愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
・
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷

（
牧
野 

由
佳
）

二
八



 

 

例
年
は
八
月
八
日
に
行
な
わ
れ
る
例
祭
を
、
月
次
祭
の
八
月
一
五
日
に
実
施
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
当
神
社
に
は
、
他
に
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）・
明
治
四
一
年

（
一
九
〇
八
）
の
『
供
物
雑
品
支
払
帳
』（
共
に
横
半
帳
）
が
蔵
さ
て
い
る
が
、
こ

の
両
年
の
旧
暦
八
月
一
五
日
に
は
、
通
常
の
月
次
祭
に
は
供
え
ら
れ
な
い
御
鏡
餅

や
魚
類
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
両
年
は
、
こ
の
日
に
例
祭
が
斎

行
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。 

明
治
期
の
例
祭
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
は
現
時
点
で
は
上
記
の
記

録
し
か
確
認
で
き
ず
、
旧
暦
八
月
一
五
日
の
例
祭
が
定
着
し
て
い
た
か
、
例
年
と

は
異
な
る
日
取
り
で
あ
っ
た
か
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
後
期

は
、
例
祭
を
旧
暦
八
月
一
五
日
に
行
な
っ
て
い
た
年
も
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。 

 二
．
大
正
時
代
以
降
の
牟
山
神
社
例
祭
日
の
遷
り
変
わ
り 

前
節
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
例
祭
日
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
そ
の
後
、
大
正
時
代
以
降
は
ど
の
よ
う
に
遷
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
に
は
、
牟
山
神
社
の
例
祭
は
「
明
治
四
二
年
に
新
暦
の

十
月
一
日
と
な
り
、
昭
和
四
年
か
ら
は
、
十
月
十
日
と
定
め
ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
、

明
治
末
期
に
は
一
〇
月
一
日
に
例
祭
が
変
更
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
昭
和
初

期
に
は
一
〇
月
一
〇
日
に
変
更
と
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ

は
史
実
な
の
だ
ろ
う
か
。 

牟
山
神
社
に
は
、
牟
山
神
社
関
係
資
料
及
び
朝
倉
の
梯
子
獅
子
関
係
資
料
群
が

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
群
は
、
主
に
近
世
・
近
現
代
の
文
書
・
記
録
類
や
写

真
、
印
刷
物
等
で
あ
る
。
一
部
の
資
料
は
、
昭
和
三
〇
年
代
・
四
〇
年
代
に
数
名

の
地
域
住
民
が
、
朝
倉
の
梯
子
獅
子
に
つ
い
て
文
化
財
と
し
て
の
関
心
か
ら
調
査

を
行
な
っ
た
際
に
活
用
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
半
を
占
め
る
近
現

代
の
資
料
は
、
従
来
の
研
究
で
は
活
用
さ
れ
ず
、
存
在
自
体
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。 

こ
の
資
料
群
の
中
に
は
、
大
正
時
代
の
例
祭
日
に
関
す
る
資
料
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
資
料
と
は
、「
例
祭
日
変
更
願
」〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ
〕
で
あ
る
（
６
）
。

本
資
料
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
八
月
に
牟
山
神
社
社
掌
と
氏
子
総
代
三

名
よ
り
、
愛
知
県
知
事
へ
提
出
し
た
請
願
書
の
案
文
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
愛

知
県
知
事
へ
こ
の
よ
う
な
請
願
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
愛
知
県
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
『
神
社
諸
願
届
記

載
例
』（
７
）

は
、
神
社
に
関
係
す
る
届
出
書
の
記
載
例
と
、
神
社
に
関
係
す
る
法
令

や
訓
令
を
掲
載
し
た
書
物
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
、
愛
知
県
で
大
正
六
年
（
一
九

一
七
）
に
施
行
さ
れ
た
「
縣
社
以
下
神
社
ノ
神
職
氏
子
崇
敬
者
服
務
處
務
ニ
關
ス

ル
件
」
と
い
う
県
令
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
県
令
の
第
一
二
条
に
は
、「
神
社

ノ
例
祭
日
ヲ
変
更
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
記
シ
知
事
ノ
認
可
ヲ
受
ク

ヘ
シ
」〔
小
浜
編 

一
九
二
〇 

一
八
九
〕
と
記
さ
れ
て
い
る
。
牟
山
神
社
所
蔵
の

「
例
祭
日
変
更
願
」
は
、
こ
の
県
令
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
文
言
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
８
）
。 
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二
〇
二
一
年

二
九



 

 

蔵
、
氏
子
に
よ
る
『
日
誌
』
に
よ
る
〕
と
あ
り
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に

は
一
〇
月
一
〇
日
に
例
祭
が
挙
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
記
述

に
よ
り
、
「
例
祭
日
変
更
願
」
の
願
い
出
は
許
諾
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

た
だ
し
、
実
際
は
「
例
祭
日
変
更
願
」
が
提
出
さ
れ
る
前
か
ら
一
〇
月
一
〇
日

に
例
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
牟
山
神
社
所
蔵
の
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）『
金
銭

出
入
帳
』（
横
半
帳
）
に
は
、
こ
の
年
の
例
祭
が
一
〇
月
一
〇
日
に
斎
行
さ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
一
方
、
そ
の
前
年
の
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
『
金
銭
出
入
帳
』

（
横
半
帳
）
に
は
、
変
更
前
の
日
程
の
一
〇
月
一
日
に
例
祭
が
行
な
わ
れ
た
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
実
際
は
、
県
に
変
更
願
が
提
出
さ
れ
る
前

年
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
に
変
更
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
翌
年
に
県
に
願
い
出
が
提
出
さ
れ
、
正
式
に
変
更
が
認
め
ら
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
に
、
こ
の
「
例
祭
日
変
更
願
」
の
添
付
資
料
と
し
て
大
正
一
〇
年
（
一
九
二

一
）
八
月
に
、
牟
山
神
社
社
掌
と
氏
子
総
代
三
名
よ
り
愛
知
県
知
事
へ
提
出
し
た

と
推
測
さ
れ
る
文
書
「
現
在
例
祭
日
ノ
決
定
沿
革
」〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ
〕
を
確

認
し
た
い
。
そ
の
文
言
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
９
）
。 

 

現
在
例
祭
日
ノ

決
定
沿
革 

右
ハ

是
迄
ハ

大
字
部
内
ニ

於
テ

、
神
明
社
ハ

九
月
拾
六
日
、
且
又
牟
山
社
ハ

九
月
八

日
ヲ

以
テ

祭
典
執
行
候
処
、
小
學
校
及
当
大
字
ハ

蚕
地
業
家
多
キ
ニ
ヨ
リ

、
冷
蔵
蚕
地

第
二
回
飼
育
中
ニ

相
当
シ

、
例
年
通
リ
ニ
テ
ハ

飼
育
ヲ

廃
止
ス
ル

者
多
キ
ニ
ヨ
リ

、
大
イ
ニ

不

利
益
ト

存
シ

、
尚
又
残
暑
之
候
ニ

付
、
衛
生
上
之
関
係
ヨ
リ

大
字
協
儀
シ
、
上
ニ

候

也
。 

大
正
元
年
八
月
拾
八
日
、
祭
典
期
日
変
更
願
之
理
由
書
ヲ
謄
㝍
セ
シ
モ
ノ
ニ
テ

候
也
。 

〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ 

一
一
六―

一
一
七
〕 

 

内
題
中
の
「
現
在
例
祭
日
」
と
は
、
本
資
料
が
記
さ
れ
た
大
正
一
〇
年
（
一
九

二
一
）
八
月
時
点
の
例
祭
日
と
さ
れ
る
一
〇
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
本
資
料
に

は
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
以
前
は
例
祭
日
が
九
月
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
、
同

年
に
一
〇
月
一
日
へ
の
移
行
を
希
望
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（

10
）
。
ま
た
、

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
の
日
程
変
更
の
理
由
と
し
て
、
①
現
日
程
で
の
例
祭
実

施
は
、
こ
の
地
で
盛
ん
な
養
蚕
業
に
支
障
を
き
た
し
て
し
ま
う
、
②
現
日
程
は
残

写真２ 「現在例祭日ノ決定沿革」 

（牟山神社蔵・筆者撮影） 

 

 

例
祭
日
変
更
願 

愛
知
縣
知
多
郡
八
幡
村
大
字
新
知
字
東
屋
敷
貮
番
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村 

社 
 

牟 

山 

社 
現 
在 
例 

祭 

日 
 
 

變 

更 

例 

祭 

日 
拾 

月 
壹 

日 
 
 

 

拾 

月 

拾 

日 

一 

變
更
ヲ
要
ス
ル
事
由 

一
、
當
村
ハ
、
近
来
頓
ニ

養
蚕
業
ノ

飼

育

︵
⼆
字
後
筆
︶

盛
ト
ナ
リ
来
ル

為
メ

、
現
在
ノ
例
祭

日
ニ
ハ
未
ダ
晩
秋
蚕
ノ

飼
育
中
ニ
テ
、
兎
モ
ス
ル
ト
各
戸
毎
神
社
参
拝
ス
ル

コ
ト
不
可
能
タ
ル
ニ
依
リ

、
時
勢
ニ

考
ミ

拾
月
拾
日
ヲ
ト
シ
テ
、
一
層
敬
神

思
想
ヲ
普
及
シ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。 

二
、
境
内
擴
張
竣
工
日
ナ
ル
ヲ
以
テ
云
バ
神
社
ノ

一
大
事
業
ヲ
達
成
シ
タ
ル

吉
日
ニ

當
レ
バ
、
一
般
氏
子
モ
賛
意
ヲ

表
シ
テ
、
爾
後
永
遠
ニ

例
祭
日
ト

シ
テ
式
典
ヲ

擧
行
致
シ

タ
キ
ニ
依
ル

モ
ノ
ナ
リ
。 

右
御
認
可
相
成
度
此
段
奉
願
候
也
。 

 
 
 
 
 

大
正
拾
年
八
月 

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社
掌 

森 

岡 

政 

一 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
子
惣
代
山
口
彦
太
郎

□印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
藤
儀
兵
衛

□印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
口
忠
太
郎

○印 

愛
知
縣
知
事
川
口
彦
治
殿 

（
字
体
は
可
能
な
限
り
原
文
通
り
。
句
読
点
は
私
に
付
す
。
以
下
同
じ
。
） 

〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ 

一
一
七―

一
一
八
〕 

 

『
神
社
諸
願
届
記
載
例
』
に
は
、
県
令
「
縣
社
以
下
神
社
ノ
神
職
氏
子
崇
敬
者

服
務
處
務
ニ
關
ス
ル
件
」
第
一
二
条
関
連
の
書
類
様
式
と
し
て
「
例
祭
日
変
更
願
」

の
記
載
例
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
資
料
は
そ
の
記
載
例
に
則
っ
て
記
さ
れ
て

い
る
。 

本
資
料
に
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
八
月
当
時
の
例
祭
日
が
一
〇
月
一

日
で
あ
る
こ
と
や
、
こ
の
年
に
例
祭
日
を
一
〇
月
一
〇
日
に
変
更
し
た
い
と
申
し

出
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
変
更
を
希
望
す
る
理
由
と
し
て
は
、

①
地
域
の
主
要
産
業
と
な
っ
た
養
蚕
業
へ
の
配
慮
、
②
当
時
実
施
し
て
い
た
境
内

拡
張
工
事
の
終
了
時
期
へ
の
配
慮
、
こ
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
養
蚕
業
に
つ
い

て
は
、
特
に
晩
秋
蚕
の
飼
育
時
期
と
例
祭
日
が
重
な
る
こ
と
よ
り
、
例
祭
日
の
変

更
を
求
め
て
い
る
。 

一
〇
月
一
日
か
ら
一
〇
日
へ
の
日
程
変
更
は
許
諾
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
牟
山
神
社
の
所
蔵
で
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
か
ら
昭
和
初

期
に
、
同
社
氏
子
総
代
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
日
誌
』
に
関
連
記

事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
か
ら
昭
和
初
期
の

時
事
を
記
載
し
た
『
日
誌
』
は
、
袋
綴
装
の
冊
子
本
で
あ
る
。
本
文
は
罫
紙
（
縦

二
四
・
〇×

横
一
五
・
〇
糎
）
に
書
か
れ
て
お
り
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
氏
子

総
代
に
よ
る
日
誌
一
四
冊
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
。 

本
資
料
の
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
一
〇
月
一
〇
日
条
に
注
目
す
る
と
、「
例

祭
ニ
付
キ
午
前
十
時
神
拝
、
供
進
使
早
川
正
太
郎
氏
参
向
セ
ラ
ン
」〔
牟
山
神
社
所

（
一
字
分
空
欄
） 
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愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
・
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷

（
牧
野 

由
佳
）

三
〇



 

 

蔵
、
氏
子
に
よ
る
『
日
誌
』
に
よ
る
〕
と
あ
り
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に

は
一
〇
月
一
〇
日
に
例
祭
が
挙
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
記
述

に
よ
り
、
「
例
祭
日
変
更
願
」
の
願
い
出
は
許
諾
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

た
だ
し
、
実
際
は
「
例
祭
日
変
更
願
」
が
提
出
さ
れ
る
前
か
ら
一
〇
月
一
〇
日

に
例
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
牟
山
神
社
所
蔵
の
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）『
金
銭

出
入
帳
』（
横
半
帳
）
に
は
、
こ
の
年
の
例
祭
が
一
〇
月
一
〇
日
に
斎
行
さ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
一
方
、
そ
の
前
年
の
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
『
金
銭
出
入
帳
』

（
横
半
帳
）
に
は
、
変
更
前
の
日
程
の
一
〇
月
一
日
に
例
祭
が
行
な
わ
れ
た
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
実
際
は
、
県
に
変
更
願
が
提
出
さ
れ
る
前

年
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
に
変
更
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
翌
年
に
県
に
願
い
出
が
提
出
さ
れ
、
正
式
に
変
更
が
認
め
ら
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
に
、
こ
の
「
例
祭
日
変
更
願
」
の
添
付
資
料
と
し
て
大
正
一
〇
年
（
一
九
二

一
）
八
月
に
、
牟
山
神
社
社
掌
と
氏
子
総
代
三
名
よ
り
愛
知
県
知
事
へ
提
出
し
た

と
推
測
さ
れ
る
文
書
「
現
在
例
祭
日
ノ
決
定
沿
革
」〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ
〕
を
確

認
し
た
い
。
そ
の
文
言
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
９
）
。 

 

現
在
例
祭
日
ノ

決
定
沿
革 

右
ハ

是
迄
ハ

大
字
部
内
ニ

於
テ

、
神
明
社
ハ

九
月
拾
六
日
、
且
又
牟
山
社
ハ

九
月
八

日
ヲ

以
テ

祭
典
執
行
候
処
、
小
學
校
及
当
大
字
ハ

蚕
地
業
家
多
キ
ニ
ヨ
リ

、
冷
蔵
蚕
地

第
二
回
飼
育
中
ニ

相
当
シ

、
例
年
通
リ
ニ
テ
ハ

飼
育
ヲ

廃
止
ス
ル

者
多
キ
ニ
ヨ
リ

、
大
イ
ニ

不

利
益
ト

存
シ

、
尚
又
残
暑
之
候
ニ

付
、
衛
生
上
之
関
係
ヨ
リ

大
字
協
儀
シ
、
上
ニ

候

也
。 

大
正
元
年
八
月
拾
八
日
、
祭
典
期
日
変
更
願
之
理
由
書
ヲ
謄
㝍
セ
シ
モ
ノ
ニ
テ

候
也
。 

〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ 

一
一
六―

一
一
七
〕 

 

内
題
中
の
「
現
在
例
祭
日
」
と
は
、
本
資
料
が
記
さ
れ
た
大
正
一
〇
年
（
一
九

二
一
）
八
月
時
点
の
例
祭
日
と
さ
れ
る
一
〇
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
本
資
料
に

は
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
以
前
は
例
祭
日
が
九
月
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
、
同

年
に
一
〇
月
一
日
へ
の
移
行
を
希
望
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（

10
）
。
ま
た
、

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
の
日
程
変
更
の
理
由
と
し
て
、
①
現
日
程
で
の
例
祭
実

施
は
、
こ
の
地
で
盛
ん
な
養
蚕
業
に
支
障
を
き
た
し
て
し
ま
う
、
②
現
日
程
は
残

写真２ 「現在例祭日ノ決定沿革」 

（牟山神社蔵・筆者撮影） 
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二
〇
二
一
年

三
一



 

 
時

代
 

例
祭

⽇
 

⽇
程

変
更

に
関

す
る

典
拠

 
変

更
理

由
・

備
考

 
1 

江
⼾

期
（

詳
細

不
明

）
 

旧
暦

 
4⽉

8⽇
 

〔
知

多
市

教
育

委
員

会
編

 
19

70
〕

 
 

2  
江

⼾
後

期
(変

更
年

不
明

)〜
 

明
治

期
 

旧
暦

8⽉
8⽇

 
 

変
更

さ
れ

た
年

は
定

か
で

は
な

い
が

、8
⽉

8⽇
に

例
祭

を
斎

⾏
し

て
い

た
と

考
え

ら
れ

る
根

拠
は

次
の

三
点

。①
〔

知
多

市
教

育
委

員
会

編
 

19
70

〕
➁

⽂
政

12
年

（
18

29
）

の
中

嶋
村

の
古

⽂
書

〔
知

多
市

教
育

委
員

会
編

 
19

88
〕〔

本
稿

17
4（

⼆
七

）
⾴

〕
③

明
治

期
の

「
祭

礼
祝

詞
」（

知
多

市
歴

史
⺠

俗
博

物
館

蔵
）

 

変
更

理
由

不
明

。
 

少
な

く
と

も
明

治
38

年
（

19
05

）、
明

治
40

年
(1

90
7)

、
明

治
41

年
（

19
08

）
は

、
旧

暦
8⽉

15
⽇

に
斎

⾏
。（

牟
⼭

神
社

蔵
『

供
物

雑
品

⽀
払

帳
』）

〔
本

稿
17

3（
⼆

⼋
）

⾴
〕

 
3 

明
治

期
（

変
更

年
不

明
）

〜
 

明
治

44
年

（
19

11
）

 
新

暦
 

9⽉
8⽇

 
「

現
在

例
祭

⽇
ノ

決
定

沿
⾰

」（
⼤

正
10

年
筆

・
牟

⼭
神

社
蔵

）
〔

本
稿

17
0（

三
⼀

）
⾴

〕
 

例
祭

⽇
を

新
暦

に
置

き
換

え
る

際
に

、
江

⼾
期

の
例

祭
⽇

・
旧

暦
8⽉

8⽇
と

近
い

時
期

と
し

て
設

定
し

た
か

（
⽉

遅
れ

で
実

施
）。

 
4 

⼤
正

元
年

(1
91

2)
〜

 
(も

し
く

は
そ

の
翌

年
以

降
）

 
新

暦
 

10
⽉

1⽇
 

「
例

祭
⽇

変
更

願
」「

現
在

例
祭

⽇
ノ

決
定

沿
⾰

」（
⼤

正
10

年
筆

・
牟

⼭
神

社
蔵

）〔
本

稿
17

1（
三

〇
）・

17
0（

三
⼀

）
⾴

〕 
①

養
蚕

農
家

の
増

加
、

そ
れ

ま
で

の
例

祭
⽇

は
秋

蚕
飼

育
が

多
忙

な
時

期
の

た
め

。
②

残
暑

の
頃

の
例

祭
実

施
は

衛
⽣

上
問

題
が

あ
る

た
め

。
 

5 
⼤

正
9年

(1
92

0)
〜

 
（

愛
知

県
へ

の
提

出
書

類
上

は
⼤

正
10

年
（

19
21

）
〜

）
  

新
暦

 
10

⽉
10

⽇
 

①
「

例
祭

⽇
変

更
願

」（
⼤

正
10

年
筆

・
牟

⼭
神

社
蔵

）〔
本

稿
17

1（
三

〇
）⾴

〕➁
⽒

⼦
に

よ
る『

⽇
誌

』（
⼤

正
11

年
(1

92
2)

か
ら

昭
和

5年
(1

93
0)

の
⽇

誌
・

牟
⼭

神
社

蔵
）の

⼤
正

11
年

(1
92

2)
10

⽉
10

⽇
条

〔
本

稿
17

1（
三

〇
）

⾴
〕

③
『

⾦
銭

出
⼊

帳
』（

⼤
正

8年
（

19
19

）・
⼤

正
9年

（
19

20
）・

牟
⼭

神
社

蔵
）〔

本
稿

17
0（

三
⼀

）
⾴

〕
 

①
養

蚕
農

家
の

増
加

、
そ

れ
ま

で
の

例
祭

⽇
は

晩
秋

蚕
飼

育
が

多
忙

な
時

期
の

た
め

。
②

境
内

拡
張

⼯
の

事
終

了
後

に
例

祭
を

⾏
な

い
た

い
た

め
。

 

6 
昭

和
38

年
(1

96
3)

〜
 

(現
在

に
⾄

る
) 

10
⽉

 
第

⼀
⽇

曜
⽇

 
①〔

知
多

市
教

育
委

員
会

編
 

19
70

〕➁
⽒

⼦
に

よ
る『

⽇
誌

』
（

昭
和

28
年

（
19

53
）

か
ら

昭
和

38
年

(1
96

3)
の

⽇
誌

・
牟

⼭
神

社
蔵

）の
昭

和
38

年
(1

96
3)

6⽉
13

⽇
条

。〔
本

稿
16

9
（

三
⼆

）
⾴

〕
 

臨
海

部
の

埋
め

⽴
て

等
に

よ
る

第
⼀

次
産

業
の

衰
退

と
勤

め
⼈

の
増

加
、

⽇
曜

⽇
を

休
⽇

と
す

る
⽣

活
サ

イ
ク

ル
へ

の
移

⾏
・

変
化

の
た

め
。

 

表表
１１

  
牟牟

⼭⼭
神神

社社
例例

祭祭
⽇⽇

のの
変変

遷遷
  

（
筆

者
作

成
）

 

 

 

暑
と
重
な
る
た
め
、
衛
生
上
の
問
題
が
あ
る
、
以
上
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。 

な
お
、
本
資
料
に
記
さ
れ
る
「
冷
蔵
蚕
地
第
二
回
飼
育
」
と
は
、
秋
蚕
の
飼
育

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
蚕
の
飼
育
期
は
八
月
か
ら
九
月
上
旬
で
あ
る
が
、
変

更
前
の
例
祭
日
と
さ
れ
る
九
月
八
日
と
、
秋
蚕
の
飼
育
時
期
が
お
お
よ
そ
重
な
る
。

夏
蚕
を
一
度
目
の
冷
蔵
蚕
と
し
て
、
そ
の
次
の
冷
蔵
蚕
で
あ
る
「
秋
蚕
」
の
飼
育

を
「
冷
蔵
蚕
地
第
二
回
飼
育
」
と
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、

大
正
元
年
の
変
更
は
、
養
蚕
業
の
中
で
も
秋
蚕
飼
育
へ
の
配
慮
の
た
め
に
例
祭
日

の
変
更
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
資
料
か
ら
、
大
正
期
、
二
度
に
わ
た
り
例
祭
日
が
変
更
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
大
正
期
の
一
度
目
の
変
更
は
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）

以
降
で
、
九
月
八
日
か
ら
一
〇
月
一
日
へ
の
変
更
で
あ
っ
た
。
二
度
目
の
変
更
は
、

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
で
、
一
〇
月
一
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
に
変
更
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
変
更
願
が
愛
知
県
に
提
出
さ
れ
た
の
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）

で
あ
る
。
変
更
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
養
蚕
業
に
着
目
す
る
と
、
一
度
目
の
変

更
は
秋
蚕
飼
育
へ
の
配
慮
、
二
度
目
の
変
更
は
晩
秋
蚕
飼
育
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

当
地
域
で
は
段
階
的
に
養
蚕
業
が
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（

11
）
。 

ま
た
、「
現
在
例
祭
日
ノ
決
定
沿
革
」
に
よ
り
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
ま

で
は
九
月
八
日
に
例
祭
が
斎
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
明

治
時
代
の
あ
る
時
期
か
ら
例
祭
が
八
月
八
日
か
ら
九
月
八
日
に
変
更
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
（

12
）
。 

な
お
、
第
一
節
で
筆
者
は
「
祭
礼
祝
詞
」
に
記
さ
れ
る
「
八
月
八
日
」
に
つ
い

て
、
新
暦
八
月
八
日
だ
っ
た
可
能
性
を
残
し
、
断
定
を
避
け
て
い
た
。
し
か
し
、

本
節
で
提
示
し
た
資
料
に
よ
り
、
旧
暦
八
月
八
日
の
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え

る
。
八
月
八
日
か
ら
九
月
八
日
の
日
程
変
更
は
、
八
日
と
い
う
日
付
が
同
一
で
、

日
に
ち
も
比
較
的
近
い
こ
と
か
ら
、
近
代
以
降
の
旧
暦
か
ら
新
暦
へ
の
改
暦
に
伴

っ
て
行
な
わ
れ
た
月
遅
れ
の
変
更
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
で
あ
る
な
ら

ば
、
旧
暦
の
八
月
八
日
か
ら
新
暦
の
九
月
八
日
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、「
祭

礼
祝
詞
」
の
「
八
月
八
日
」
は
旧
暦
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 三
．
総
括 

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷
に
つ
い
て
、
先
行
文

献
で
あ
る
『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
や
『
知
多
市
誌
』
等
に
記
さ
れ
る
内
容
は
、
一

部
、
史
実
を
正
確
に
記
述
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

こ
こ
ま
で
、
近
世
・
近
代
の
例
祭
日
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
そ
の
後
、
同
社

例
祭
日
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

大
正
後
期
の
変
更
以
降
、
四
〇
年
間
ほ
ど
例
祭
日
は
変
わ
ら
ず
一
〇
月
一
〇
日

に
執
り
行
な
わ
れ
た
。
だ
が
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
に
再
び
変
更
さ
れ
、

一
〇
月
第
一
日
曜
日
に
斎
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
〔
知
多
市
教
育
委
員
会
編 

一

九
七
〇 

五―

六
〕
。
こ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
牟
山
神
社
所
蔵
の
氏
子
総
代
に
よ

っ
て
記
さ
れ
た
『
日
誌
』
に
記
述
が
あ
る
。
本
資
料
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）

六
月
一
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。 

 
午
後
八
時
、
氏
子
、
青
年
会
長
外
五
名
、
役
員
一
名
集
合
し
、
祭
典
期
日
変

十
月
第
一
日
曜
日
お
祭
を
御
意
見
出
て
字
役
員
決
定
し
て
御
願
致
す
る 
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愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
・
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷

（
牧
野 

由
佳
）

三
二



 

 
時

代
 

例
祭

⽇
 

⽇
程

変
更

に
関

す
る

典
拠

 
変

更
理

由
・

備
考

 
1 

江
⼾

期
（

詳
細

不
明

）
 

旧
暦

 
4⽉

8⽇
 

〔
知

多
市

教
育

委
員

会
編

 
19

70
〕

 
 

2 
江

⼾
後

期
(変

更
年

不
明

)〜
 

明
治

期
 

旧
暦

8⽉
8⽇

 
 

変
更

さ
れ

た
年

は
定

か
で

は
な

い
が

、8
⽉

8⽇
に

例
祭

を
斎

⾏
し

て
い

た
と

考
え

ら
れ

る
根

拠
は

次
の

三
点

。①
〔

知
多

市
教

育
委

員
会

編
 

19
70

〕
➁

⽂
政

12
年

（
18

29
）

の
中

嶋
村

の
古

⽂
書

〔
知

多
市

教
育

委
員

会
編

 
19

88
〕〔

本
稿

17
4（

⼆
七

）
⾴

〕
③

明
治

期
の

「
祭

礼
祝

詞
」（

知
多

市
歴

史
⺠

俗
博

物
館

蔵
）

 

変
更

理
由

不
明

。
 

少
な

く
と

も
明

治
38

年
（

19
05

）、
明

治
40

年
(1

90
7)

、
明

治
41

年
（

19
08

）
は

、
旧

暦
8⽉

15
⽇

に
斎

⾏
。（

牟
⼭

神
社

蔵
『

供
物

雑
品

⽀
払

帳
』）

〔
本

稿
17

3（
⼆

⼋
）

⾴
〕

 
3 

明
治

期
（

変
更

年
不

明
）

〜
 

明
治

44
年

（
19

11
）

 
新

暦
 

9⽉
8⽇

 
「

現
在

例
祭

⽇
ノ

決
定

沿
⾰

」（
⼤

正
10

年
筆

・
牟

⼭
神

社
蔵

）
〔

本
稿

17
0（

三
⼀

）
⾴

〕
 

例
祭

⽇
を

新
暦

に
置

き
換

え
る

際
に

、
江

⼾
期

の
例

祭
⽇

・
旧

暦
8⽉

8⽇
と

近
い

時
期

と
し

て
設

定
し

た
か

（
⽉

遅
れ

で
実

施
）。

 
4 

⼤
正

元
年

(1
91

2)
〜

 
(も

し
く

は
そ

の
翌

年
以

降
）

 
新

暦
 

10
⽉

1⽇
 

「
例

祭
⽇

変
更

願
」「

現
在

例
祭

⽇
ノ

決
定

沿
⾰

」（
⼤

正
10

年
筆

・
牟

⼭
神

社
蔵

）〔
本

稿
17

1（
三

〇
）・

17
0（

三
⼀

）
⾴

〕 
①

養
蚕

農
家

の
増

加
、

そ
れ

ま
で

の
例

祭
⽇

は
秋

蚕
飼

育
が

多
忙

な
時

期
の

た
め

。
②

残
暑

の
頃

の
例

祭
実

施
は

衛
⽣

上
問

題
が

あ
る

た
め

。
 

5 
⼤

正
9年

(1
92

0)
〜

 
（

愛
知

県
へ

の
提

出
書

類
上

は
⼤

正
10

年
（

19
21

）
〜

）
  

新
暦

 
10

⽉
10

⽇
 

①
「

例
祭

⽇
変

更
願

」（
⼤

正
10

年
筆

・
牟

⼭
神

社
蔵

）〔
本

稿
17

1（
三

〇
）⾴

〕➁
⽒

⼦
に

よ
る『

⽇
誌

』（
⼤

正
11

年
(1

92
2)

か
ら

昭
和

5年
(1

93
0)

の
⽇

誌
・

牟
⼭

神
社

蔵
）の

⼤
正

11
年

(1
92

2)
10

⽉
10

⽇
条

〔
本

稿
17

1（
三

〇
）

⾴
〕

③
『

⾦
銭

出
⼊

帳
』（

⼤
正

8年
（

19
19

）・
⼤

正
9年

（
19

20
）・

牟
⼭

神
社

蔵
）〔

本
稿

17
0（

三
⼀

）
⾴

〕
 

①
養

蚕
農

家
の

増
加

、
そ

れ
ま

で
の

例
祭

⽇
は

晩
秋

蚕
飼

育
が

多
忙

な
時

期
の

た
め

。
②

境
内

拡
張

⼯
の

事
終

了
後

に
例

祭
を

⾏
な

い
た

い
た

め
。

 

6 
昭

和
38

年
(1

96
3)

〜
 

(現
在

に
⾄

る
) 

10
⽉

 
第

⼀
⽇

曜
⽇

 
①〔

知
多

市
教

育
委

員
会

編
 

19
70

〕➁
⽒

⼦
に

よ
る『

⽇
誌

』
（

昭
和

28
年

（
19

53
）

か
ら

昭
和

38
年

(1
96

3)
の

⽇
誌

・
牟

⼭
神

社
蔵

）の
昭

和
38

年
(1

96
3)

6⽉
13

⽇
条

。〔
本

稿
16

9
（

三
⼆

）
⾴

〕
 

臨
海

部
の

埋
め

⽴
て

等
に

よ
る

第
⼀

次
産

業
の

衰
退

と
勤

め
⼈

の
増

加
、

⽇
曜

⽇
を

休
⽇

と
す

る
⽣

活
サ

イ
ク

ル
へ

の
移

⾏
・

変
化

の
た

め
。

 

表表
１１

  
牟牟

⼭⼭
神神

社社
例例

祭祭
⽇⽇

のの
変変

遷遷
  

（
筆

者
作

成
）
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人
間
文
化
研
究

　
35 

　
二
〇
二
一
年

三
三



 

 

る
と
考
え
て
お
り
、
例
祭
日
の
変
更
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
着
眼
点

と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
研
究
を
進
め
、
発
表
し
て
い
き

た
い
。 

ま
た
、
本
稿
で
は
深
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
正
期
の
牟
山
神

社
に
お
け
る
例
祭
日
の
変
更
事
由
に
は
、
養
蚕
業
の
影
響
に
よ
る
も
の
や
、
衛
生

上
の
問
題
を
理
由
と
し
た
も
の
等
、
興
味
深
い
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
も
手
掛
か
り
と
し
て
、
今
後
、
牟
山
神
社
例
祭
や
、
そ
こ
で
奉
納
さ
れ
る
梯
子

獅
子
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。 

 

付
記 

 

本
稿
に
お
け
る
牟
山
神
社
所
蔵
資
料
の
調
査
と
文
面
掲
載
は
、
牟
山
神
社
氏
子

総
代
の
皆
様
よ
り
ご
許
可
と
ご
協
力
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆

に
あ
た
り
、
朝
倉
地
区
の
皆
様
か
ら
の
多
大
な
ご
協
力
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い

つ
も
変
わ
ら
ず
ご
支
援
い
た
だ
い
て
い
る
朝
倉
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
ほ
か
に
、
本
稿
で
は
知
多
市
歴
史
民
俗
博
物
館
か
ら
所
蔵
資
料
調
査
の
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
祭
礼
祝
詞
」
の
史
料
解
読
に
つ
い
て
は
、
樋
口
政
則
氏

（
江
戸
川
区
教
育
委
員
会
学
芸
員
）
の
教
示
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

な
お
、
本
研
究
は
、
日
本
民
俗
学
会
第
七
二
回
年
会
愛
知
大
会
（
二
〇
二
〇
年

一
〇
月
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
に
お
い
て
行
な
っ
た
個
人
発
表
「
民
俗
文
化
継
承
基

盤
と
し
て
の
地
域
の
生
業
変
化―

愛
知
県
知
多
「
梯
子
獅
子
」
奉
納
の
神
社
例
祭

日
の
変
遷
に
注
目
し
て―

」
の
発
表
原
稿
の
一
部
を
利
用
し
た
も
の
で
す
。 

ま
た
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
特
別
研
究
員
奨
励
費19J22164

）

の
助
成
を
受
け
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
す
。 

 

註 （
１
） 

牟
山
神
社
に
は
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
〇
月
か
ら
昭
和
三
〇

年
（
一
九
五
五
）
三
月
の
間
に
作
成
さ
れ
た
「
牟
山
神
社
特
別
神
事
梯
子
獅

子
に
就
い
て
」
と
い
う
ガ
リ
版
刷
り
の
一
枚
物
の
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｃ 

七
五
〕
。
本
資
料
に
は
、
「
例
祭
日
わ
陰
暦
八
月
八

日
で
あ
っ
た
が
明
治
四
十
二
年
に
十
月
一
日
に
変
更
例
祭
日
と
し
更
に
昭
和

四
年
十
月
十
日
と
改
め
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
旧
暦
八
月
八
日
以
降
の
説

明
に
つ
い
て
は
、『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
の
説
明
と
一
致
し
て
い
る
〔
知
多
市

教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

五
〕
。
『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
の
例
祭
日
の
変

遷
に
関
す
る
記
述
に
は
、
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
神
社
所
蔵
の

本
資
料
を
一
部
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

（
２
） 

牟
山
神
社
の
背
後
に
は
小
高
い
山
が
あ
り
、
現
在
は
朝
倉
里
山
、
朝
倉

山
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
牟
山
神
社
は
「
昔
は
山
頂
に
建
立
さ
れ
て
い
た
」（
知

多
市
教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

五
）
と
伝
わ
り
、
現
在
の
朝
倉
山
に
建

立
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
本
資
料
で
は
牟
山
神
社
を
氏
神
山
と
記

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
３
） 

本
資
料
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』

に
は
、
所
蔵
先
等
の
書
誌
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
二
〇
二

〇
年
一
〇
月
時
点
で
、
原
文
書
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

 

〔
氏
子
総
代
執
筆
の
『
日
誌
』
に
よ
る
〕 

 
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
に
変
更
の
協
議
と
決
定
が

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
六
日
条
に
は
、
こ
の
日
例
祭
が
執

り
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
一
〇
月
第
一
日
曜
日
に
変
更
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
に
よ
る
当
時
の
担
い
手
の
方
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査

に
お
い
て
も
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
か
ら
一
〇
月
第
一
日
曜
日
に
例
祭
が

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
こ
の
変
更
の
理
由
に
つ
い
て
、

『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
に
は
、
「
大
都
市
へ
の
通
勤
者
の
増
加
も
あ
っ
て
」
〔
知
多

市
教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

六
〕
と
記
さ
れ
て
い
る
。
生
業
の
変
化
や
、
勤

め
人
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
日
曜
日
を
休
日
と
す
る
生
活
サ
イ
ク
ル
を
営
む

人
々
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
〇
月
第
一
日
曜
日
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
変
遷
を
改
め
て
整
理
す
る
と
、
表
１
の
よ

う
に
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
史
実
と
し
て
の
例
祭
日
の
変
遷
を
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
旧
暦
四
月
八
日
の
例
祭
日
に
関
す
る
資
料
や
、
四
月
八
日
か
ら

八
月
八
日
、
あ
る
い
は
八
月
八
日
か
ら
九
月
八
日
へ
と
変
更
さ
れ
た
時
期
・
理
由
、

信
仰
的
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
未
確
定
の
点
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
資
料
収
集
を
行
な
い
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

  

お
わ
り
に 

本
稿
で
は
、
牟
山
神
社
例
祭
日
の
遷
り
変
わ
り
に
つ
い
て
、
歴
史
資
料
を
中
心

に
考
察
し
、
先
行
文
献
の
記
述
が
史
実
を
正
確
に
伝
え
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
明
ら
か
と
な
っ
た
例
祭
日
の
変
遷
を
提
示
し
た
。
だ

が
、
各
変
更
の
時
期
を
断
定
す
る
に
は
、
資
料
が
若
干
不
足
し
て
い
る
部
分
も
あ

る
。
本
稿
で
提
示
し
た
変
遷
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
今
後
さ
ら
に
資
料
調
査
を
進

め
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

本
稿
で
主
題
と
し
た
神
社
例
祭
日
の
変
更
・
変
遷
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
、
静
岡
県
周
智
郡
の
祭
礼
を
事
例
に
、
氏
神
・
産
土
神
の
祭
り
が
近
代

国
家
の
政
策
の
影
響
を
受
け
、
国
民
の
祝
日
に
祭
日
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
谷
部
真
吾
の
論
考
〔
谷
部 

二
〇
〇
四
〕
や
、
春
日
社
の
御
田
植
の
祭
に
お

け
る
明
治
期
の
旧
暦
か
ら
新
暦
の
変
更
を
紹
介
す
る
川
合
泰
代
の
論
考
〔
川
合 

二
〇
一
二
〕
、
福
島
の
羽
黒
神
社
に
お
け
る
一
九
八
〇
年
代
の
観
光
事
業
化
に
伴
う

祭
日
変
更
を
取
り
上
げ
た
松
井
圭
介
の
論
考
〔
松
井 

一
九
九
七
〕
等
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
一
～
二
か
月
程
度
の
日
程
変
更
の
事
例
を

取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
川
合
や
松
井
の
論
考
は
、
近
現
代
の
旧
暦
か

ら
新
暦
の
変
更
を
扱
っ
て
お
り
、
祭
日
の
変
更
が
祭
り
の
意
味
そ
の
も
の
に
影
響

を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
本
稿
で
扱
っ
た
牟
山
神
社
例
祭
は
、
祭

日
が
旧
暦
四
月
か
ら
旧
暦
八
月
、
さ
ら
に
新
暦
一
〇
月
へ
と
大
幅
な
変
更
が
な
さ

れ
た
。
こ
の
点
で
、
他
の
事
例
と
は
祭
日
変
更
に
お
け
る
意
味
や
影
響
力
が
異
な

る
と
考
え
る
。
筆
者
は
、
例
祭
日
の
変
更
の
影
響
に
よ
っ
て
、
自
身
が
主
に
研
究

す
る
民
俗
芸
能
・
朝
倉
の
梯
子
獅
子
の
意
味
付
け
が
変
容
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
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愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
・
牟
山
神
社
例
祭
日
の
変
遷

（
牧
野 

由
佳
）

三
四



 

 

る
と
考
え
て
お
り
、
例
祭
日
の
変
更
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
着
眼
点

と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
研
究
を
進
め
、
発
表
し
て
い
き

た
い
。 

ま
た
、
本
稿
で
は
深
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
正
期
の
牟
山
神

社
に
お
け
る
例
祭
日
の
変
更
事
由
に
は
、
養
蚕
業
の
影
響
に
よ
る
も
の
や
、
衛
生

上
の
問
題
を
理
由
と
し
た
も
の
等
、
興
味
深
い
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
も
手
掛
か
り
と
し
て
、
今
後
、
牟
山
神
社
例
祭
や
、
そ
こ
で
奉
納
さ
れ
る
梯
子

獅
子
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。 

 

付
記 

 

本
稿
に
お
け
る
牟
山
神
社
所
蔵
資
料
の
調
査
と
文
面
掲
載
は
、
牟
山
神
社
氏
子

総
代
の
皆
様
よ
り
ご
許
可
と
ご
協
力
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆

に
あ
た
り
、
朝
倉
地
区
の
皆
様
か
ら
の
多
大
な
ご
協
力
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い

つ
も
変
わ
ら
ず
ご
支
援
い
た
だ
い
て
い
る
朝
倉
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
ほ
か
に
、
本
稿
で
は
知
多
市
歴
史
民
俗
博
物
館
か
ら
所
蔵
資
料
調
査
の
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
祭
礼
祝
詞
」
の
史
料
解
読
に
つ
い
て
は
、
樋
口
政
則
氏

（
江
戸
川
区
教
育
委
員
会
学
芸
員
）
の
教
示
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

な
お
、
本
研
究
は
、
日
本
民
俗
学
会
第
七
二
回
年
会
愛
知
大
会
（
二
〇
二
〇
年

一
〇
月
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
に
お
い
て
行
な
っ
た
個
人
発
表
「
民
俗
文
化
継
承
基

盤
と
し
て
の
地
域
の
生
業
変
化―

愛
知
県
知
多
「
梯
子
獅
子
」
奉
納
の
神
社
例
祭

日
の
変
遷
に
注
目
し
て―

」
の
発
表
原
稿
の
一
部
を
利
用
し
た
も
の
で
す
。 

ま
た
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
特
別
研
究
員
奨
励
費19J22164

）

の
助
成
を
受
け
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
す
。 

 

註 （
１
） 

牟
山
神
社
に
は
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
〇
月
か
ら
昭
和
三
〇

年
（
一
九
五
五
）
三
月
の
間
に
作
成
さ
れ
た
「
牟
山
神
社
特
別
神
事
梯
子
獅

子
に
就
い
て
」
と
い
う
ガ
リ
版
刷
り
の
一
枚
物
の
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｃ 

七
五
〕
。
本
資
料
に
は
、
「
例
祭
日
わ
陰
暦
八
月
八

日
で
あ
っ
た
が
明
治
四
十
二
年
に
十
月
一
日
に
変
更
例
祭
日
と
し
更
に
昭
和

四
年
十
月
十
日
と
改
め
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
旧
暦
八
月
八
日
以
降
の
説

明
に
つ
い
て
は
、『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
の
説
明
と
一
致
し
て
い
る
〔
知
多
市

教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

五
〕
。
『
朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
の
例
祭
日
の
変

遷
に
関
す
る
記
述
に
は
、
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
神
社
所
蔵
の

本
資
料
を
一
部
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

（
２
） 

牟
山
神
社
の
背
後
に
は
小
高
い
山
が
あ
り
、
現
在
は
朝
倉
里
山
、
朝
倉

山
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
牟
山
神
社
は
「
昔
は
山
頂
に
建
立
さ
れ
て
い
た
」（
知

多
市
教
育
委
員
会
編 

一
九
七
〇 

五
）
と
伝
わ
り
、
現
在
の
朝
倉
山
に
建

立
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
本
資
料
で
は
牟
山
神
社
を
氏
神
山
と
記

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
３
） 

本
資
料
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』

に
は
、
所
蔵
先
等
の
書
誌
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
二
〇
二

〇
年
一
〇
月
時
点
で
、
原
文
書
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 
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三
五



 

 

梯
子
獅
子
』 

知
多
市
教
育
委
員
会 

知
多
市
民
俗
資
料
館
編 

一
九
八
八 

『
知
多
市
民
俗
資
料
館
年
報
三
』 

知
多

市
教
育
委
員
会 

知
多
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編 

一
九
八
一 

『
知
多
市
誌
』
本
文
編 

知
多
市 

知
多
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編 

一
九
八
三 

『
知
多
市
誌
』
資
料
編
三 

知
多
市 

牧
野
由
佳 

二
〇
二
〇
ａ 

「
愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
の
梯
子
獅
子
関
係
資
料
『
郷

土
芸
能
調
査
票 

朝
倉
の
梯
子
獅
子
』
」（
『
人
間
文
化
研
究
』
三
三
号 

名
古
屋

市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
） 

牧
野
由
佳 

二
〇
二
〇
ｂ 

「
愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
・
牟
山
神
社
関
係
近
代
資

料 

大
正
十
年
「
例
祭
日
変
更
願
」
「
現
在
例
祭
日
ノ
決
定
沿
革
」
「
例
祭
日
変

更
事
由
」
」（
『
人
間
文
化
研
究
』
三
四
号 

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化

研
究
科
） 

牧
野
由
佳 

二
〇
二
〇
ｃ 

「
知
多
半
島
「
朝
倉
の
梯
子
獅
子
」
の
戦
後
に
お
け

る
伝
承
の
変
容 

―

文
字
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
に
注
目
し
て―

」
（
『
民
俗
芸
能
研

究
』
六
九
号 

民
俗
芸
能
学
会
） 

松
井
圭
介 

一
九
九
七 

「
福
島
市
に
お
け
る
祭
礼
空
間
の
変
容
」
（
『
地
域
調
査

報
告
』
一
九 

筑
波
大
学
地
球
科
学
系
人
文
地
理
学
研
究
グ
ル
ー
プ
） 

谷
部
真
吾 

二
〇
〇
四 

「
祭
り
の
社
会
人
類
学
的
研
究 

「
森
の
祭
り
」
の
史
的

考
察
を
中
心
に
」
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
論
文 

横
須
賀
町
史
編
集
委
員
会
編 

一
九
六
九 

『
横
須
賀
町
史
』 

横
須
賀
町 

 

 

（
４
） 

村
を
越
え
た
若
者
同
士
の
喧
嘩
に
よ
る
訴
訟
騒
動
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
、
代
官
所
へ
何
通
か
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、
近
隣
他
村
の
庄
屋

や
組
頭
が
間
に
入
り
、
同
年
一
二
月
に
和
解
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
負
傷

し
た
中
嶋
村
の
九
兵
衛
は
、
九
月
に
は
全
快
し
た
と
い
う
報
告
が
さ
れ
て
い

る
〔
知
多
市
民
俗
資
料
館
編 

一
九
八
八 

二
九―

三
二
〕
。 

（
５
） 

本
資
料
の
□
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
字
の
中
央
か
ら
下
部
に
か
け
て
欠

損
が
見
ら
れ
る
が
、
上
部
が
わ
ず
か
に
確
認
で
き
、「
甲
」
の
字
が
入
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
甲
酉
は
干
支
と
し
て
あ
り
得
な
い
。「
甲
」
で
あ
る

と
す
る
と
、
本
資
料
は
祭
礼
祝
詞
の
雛
型
と
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く

な
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
本
文
中
に
「
明
治
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
明
治
年
間
に
本
資
料
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
違
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。 

（
６
） 

本
文
書
は
、『
大
正
拾
年
壹
月 

願
伺
届
書
綴
』
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
本

綴
は
、
主
に
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
頃
か
ら
昭
和
初
期
、
八
幡
村
役
場

や
愛
知
県
庁
等
へ
の
届
け
出
書
類
等
の
原
本
や
写
し
、
案
文
が
少
な
く
と
も

一
三
〇
点
以
上
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
書
類
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
元

社
掌
の
辞
職
願
、
石
燈
籠
建
設
願
、
境
内
増
加
願
、
保
安
林
の
伐
採
願
等
が

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ 

一
二
二
〕
。 

（
７
） 

『
神
社
諸
願
届
記
載
例
』（
一
九
二
〇
）
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
参
照
し
た
（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/962091

、

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
六
日
閲
覧
）
。 

（
８
） 

書
誌
情
報
は
、
〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ 

一
二
一
〕
を
参
照
。 

（
９
） 

書
誌
情
報
は
、
〔
牧
野 

二
〇
二
〇
ｂ 

一
二
〇―

一
二
一
〕
を
参
照
。 

（
10
） 

本
資
料
か
ら
は
、
実
際
に
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
日
程
が
変
更

に
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
正
八
年
（
一
九
一

九
）『
金
銭
出
入
帳
』
に
一
〇
月
一
日
に
例
祭
実
施
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
少
な
く
と
も
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
ま
で
に
は
一
〇
月
一
日
に

例
祭
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
11
） 

当
地
域
に
お
け
る
近
代
の
養
蚕
業
の
展
開
と
例
祭
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
、
別
稿
で
詳
細
を
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。 

（
12
） 

た
だ
し
、
実
際
は
、
明
治
末
期
も
新
暦
九
月
八
日
で
は
な
く
、
江
戸
時

代
以
来
の
旧
暦
八
月
八
日
に
斎
行
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
県
知
事
へ
の

提
出
書
類
に
は
便
宜
上
新
暦
表
記
を
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
の
例
祭
は

旧
暦
で
行
な
っ
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
推
察
で
あ
る

た
め
、
今
後
、
明
治
末
期
の
資
料
調
査
を
さ
ら
に
進
め
、
実
態
解
明
に
つ
な

げ
た
い
。 
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